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第６回日米文化教育･会議の
~Ｃ￣毎

最終コミュニケ
２

/９７』年６月ﾕ相(～一弐ｸ）

Ｊ第６回日米文化教育会議は、／９７』年６月

』/曰から』孕日までワシントン、さらに引き.

～続いてニュー．ヨークで開催された。両国の政

し：府台学界、Ｌマス．メデ荘ア、財界および政界を

n丁十代表する代表団が一堂に会して、過去呂年余に

之わたる文化教育交流の現状を検討し、かつ、将

来における交流拡大の方策を討議した○

一丁その全体会議においては、日米両国間の相互

理解には、より一層堅実にして広汎な基盤を繰

－，広げることが絶対に必要であることに論議が

）し人集中した。日米両国間のコミュニケーション０

１諸問題は、両国の根本的に異った歴史的、文化

的伝統に由来するも０である。これらの相異点

は、それぞれの文化が固有の価値を持つもので

あるから、認識され､．かつ尊重される必要があ

ずろ｡しかしながら、、密接な日米関係の圧倒的カピ

ゲ重要性は、文化方工びコミニニケーツョンのギャッ

●

①

￣



ノ

プを．埋肋るために一層大きな努力を必要とする。

広く各般にわたる交流の現状は有意義なもので

あるが、相互の思想お主び行動のパターンを上

り深く評価することのきわめて大きい要請に応

えるのには十分とはいえない｡

結果として、本会議は、両国代表団から麹二隻

されたいくつかの新規事業に対して特別な熱意

をもって歓迎の意を示した。

ｚＢ本側は、諸外国との文化交流の資金を潤

一一●内

沢に使用する日本側の新規計画として国際交

流基金の設立を発表した。Ｂ本側は、プルプ

ライト・ヘイズ法の規定に基づく、及びその

他の計画による米側のこの分野における長期

にわたる事業成果に注目し、日本側の新設機

関、国際交流基金によって、日本側も両国間

の平等な協力の精神で交流の拡大をはかりう

ることを喜びとする旨を述べた。国際交流塞

金は／９クニ年／０月／日発足予定であり、

当初の資金は百億円（約３千２百万ドル）で



あるが、政府および民間の出資にエリ／千億

円（約３億ユ千万ドル）に拡大することが期

待される。日本側はまた米国において研究す

るＢ本人生者のためのフェローシップとして

古千３百万円（約／恥万古千ドル）の新規供

与計画が日本学術振興会に主って設定される

旨を報告した。この計画も拡大が期待されて

いる。さらに日本側は、文部大臣の最高諮問

機関である中央教育審議会は、エリ効果的な

国際交流を目標として日本における教育、科

学お上び文化を￣層発展せし肋るた砧の基本

方針お主び具体的方策につき今･後」年以内に

勧告を提出することが諮問されたことを報告

した。

米国側は、これらの長期的見通しに立った

新規諸事業に歓迎の意を表し、これらの事業

が相互理解に大きな貢献をなすべきことを信

ずる旨を述べた。

米国側は、日本との文化交流のための合衆
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国政府資金が過去２年間に増大して来ている

ことを報告した。米:国側の政府代表は注允日

米間の文化交流のためのガノリオア資金の使用

率を増大する新規事業を行なう意図を報告し

これは、 日本側にエリ熱烈に歓迎された。た。
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Ⅲ、本会議は、招へいされた日本力工び米国の

：各専門家ど７分科会を開催し、これら専門家

の勧告を承認したＯ

Ａ、日英両語間の爾訳．通訳のレベル改善

一通訳老翁エび露訳者が困難とし、かつ共

通の誤解に導きやすい日英両語における特

定の単語、慣用句および表現形式を見きわ

～め、かつ明らかにする努力を継続すること

■
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が勧告された。このため、次のとおり合意

された６

Ａ日英翻訳のための通訳者用ハンＦプッ

夕として日本側小委員会が準備したもの

と、米側が準備した語彙集は.規模を拡大

し、改訂し、合同委員会にエリ公刊され

るぺきである｡

』特別の合同小委員会が本会議の共同議

長にエリ、この刊行物の編集、適切症例

をさらに収集を加え、通訳者も翻訳者へ

の配布手段を工夫するため任命されるぺ

きである。
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Ｂ、報道

両国譲道関係代表者は、それぞれ自国の

活字に墓ろメディアにおいてはニュース報

道が国内大衆に相手国で切実な関心ある問

髭を正しく知らせていないことについて意

見が一致した。両国には自由にして高度に－

職能化した新聞があることを認識した上、

取材範囲改善を希望して次の構想が提案さ

れた。

ｆ相手国の言語、文化、経済むよび生活

様式についての専門家を外国特派員とし

て派遣する。

ユ新たに任ぜられ、または近く任ぜられ

ろ外国特派員に対して受入国における適

宜の機関により、文化苫工び社会のオリ

□

エンテーション計画が立てられる。
●

＆その国を知悉するために編集者が相手

国を訪問することが奨励される。

倍日本の文化、科学および経済のトピプ
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クズについて、米国の新聞による主ｂ多

くのニュースか報道される。日本に力い

てこの取材を行なう上で援助するために

専門の通訳のサーヴィスを確保する可能

性を検討する。

上日本の記者クラブが外国特派員の加入

に一層開放される主う奨励される。

、アメリカ研究

本会議は、日本におけるアメリカ文明研

究の基盤の一層の強化お主び拡大をはかる

ため、次のとおりの勧告を行なった。

人日本人学者かもっと多くアメリカ研究

の訓練を受けることが奨励される。

d2L日本の諸大学においてアメリカ文明の

総合的、かつ、多角的な講座の導入に一

層の配慮をする。

ａ日米両国間の学者相互のアメリカ破究

の合同教授および共同研究が奨励される。

偶日本におけるアメリカ専門家および米

０
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国における日本専門家は、相互の接触を，

拡大し、両国文化比較の地域研究の教授

お主び認査研究を発展させる｡

』：アメリカ文明に関する日本の大学図書

館の強化拡充、図書館相互間の貸与の奨一

励むエび践画フィルム方主びヴィデオ・

テープ、音声テープの教育における使用

廃発を行たう｡

‘．本会議は日本の諸大学においてアメリ

カ文明講座の一環として、あるいはそれ

とは別個に英語の教授に対し、絶えず関

心を払うことを奨励する。

7：日米両国文化を含む諸外国の異った文

化研究の拡大を目標として、両国におけ

る大学学部レベルのカリキュラムの改訂

の必要性に本会議は注目した｡

＆両国のアメリカ研究学会は、上記各項

の勧告実施に当ること、およびその進捗

状況を随時合同委員会に通報することが

勧奨される。
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、－放送メディア

本会議は文化的な放送番組の交換拡大の

重要性を雁認し、次の諸事業を実施する責

（任と実施手続につき合意した。

Ⅱ，米国放送界の首脳数名の／９７２昼〃

月訪日お主び日本放送属係君の／９７３

～年祭月答礼訪米

ユ番組、人物方主び意見交換のための日

～米姉妹局関係の拡大

ＪⅢ米国および日本において両国テレビ、

フェステ証ヴァルの年/回交互開催

坐両国･間の定鰯的交換として「マガジン

オヴ・ゼ・エア」形式の番組（選択した

￣テーマのダイジェスト版をいくつかつな

いだ３０分番魁）についての今後の検討

立日本ＩＣおける放送番組センタ‐お主び

￣－－－●～
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－１－．ヨークのジャパン・ソサェテベ
ー

■

内に連絡を保ち、両国間放送〆 デ イア交
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摸の援助をするための事務局の設置
一一一一一一一一一一一一一一一■￣￣＝￣￣～、

博物fiE【交流

美術品の貸出の増加は、両国民のそれそ

Ⅱ

れの相手国の文化に対する尊敬の念の内容
０，

を豊かにするとと大なるものがある。この

ため、本会議は専門家の次の諸勧告を承認

したＯ

Ａ西洋お工び東洋美術品貸与期間中の保

存のために可能な限りのあらゆる努力を

すべきであり、保存の基準は技術閉研究

の交換を通じて明確に-するなどその他の

－－－０い■

方法の罵発が行く左われる。

ユ研修お主び人物交流の拡大には、東洋

美術品の適切な保護の広範囲な利用を確

一保しうる技術者の開発に焦点を合わせる

べきである。

ａ米国側は、相互間の問題の討諄に震-し、

日本の文化庁に対応する役目を果す助言

お主び調整に当る政府磯震でない団体の

設立推進をはかるべきである。

▲
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Ｆい日本研究

日本ＧＩＩは、資本金百億円（約３千二百万

ドル）の国際交流基金を/９７．Ｚ年／０月

～/曰に設立する構想の詳紙について戟告し

△

たが、ノ９７３年においても出資があり、

将来さらに増額される見込である。この報

告は、米国側から熱烈な歓迎を受け、日米

文化圏係の改善に向って過去百年間に日本

が執った最も意義深い措置であり、文化教

育会議の将来に対.するひとつの刺激となる

と考えられた。米国側はまた基金の運営を

出来る限り融通性のあるものにし、基金の

責任ある地位の人とに協力するために各界

の米国人からの助言を求めるという計画に

対し、謝意を表した。日本政府のこの措置

にエリ新設の基金が日本の民間の財源から

と同様に合衆国からも利用できるようにた

る刺激となることが希望される。

日本研究における優先順位に閑して、専

◆



門家養成とは別個に学部における日本に閑

する講座~の拡大、日本語図書館、日本に儘

・する図書の出版、語学教育の推進、社会科

学分野における日本専門家の一層の養成に

対する援助の必要に重点が置かれた。二国

間のアド・ホック委員会か、専門家でない

学部学生の講座用に合衆国の諸大学におけ

る図書館か保有する基本的な作品お主び書

名のリストを作成すべきであるとの合意に

達した。内容、概要、図書文献目録、日本

に関する大学学部の現行講座の教授方法の

効果をあげるための検討もされるべきであ

る。在東京十一大学連合日本語研究センタ

ーの事業の意義か、その継続の必要性とあ

わせて認められた。最後に、将来における

日本研究は比較研究の主流と一体化したも

のというエクな広い意味の表現として考え

◆
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Ｇ留学生カウンセリング

文化･的認識と理解の己丈善には学生交流計

画の一層効果的な拡大が著しく貢献するも

のであることを分科会は確信した。この目

的に役立つため、次の特定の勧告が承認さ

れた。

（日本に現存するカウンセリングの資料

の最も正確かつ信頼の置ける源泉として

認められているフルプライト委員会は次

のとおり強化されるものとする。

ａ日本側は日本の各大学について、規

模、受講可能な講座、入学資格、学費

お主ぴ大学の沿革を盛り込んだ、現状

に即し、かつ、正確な「大学要覧」を

作成するための措置をできる限り早期

に執る。

ｂ‐米国側も同様に米国における各大学

の同種資料の作成の措置を執る。

６１フルプライト委員会お工びその他の信

￣
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用ある留学生カウンセリング機関が行な

っているカウンセリング業務について、

日本側は、適宜の支持後援者に周知させ

るため一層の努力をする。

ａ両国において取得した大学履修証明が
－－．．.

共通の効力を有することについての理解

を改善する計画を適宜の.機閼または大学

において実施することに着手する。

坐日本において研究に従事するために選

抜される米国の学生について、日本語の

熟達の水準を決定するために標準テスト

実施計画が創設される｡

」：両国の学部学生のための、相互交換ペ

ースに主る「低学年学生海外研修」の考

え方を拡張し、選抜やカウンセリング、

住宅お上び事後処理について特に考慮し

た積極的な計画が推進される。

と上記諸勧告は、両国側が協力し、努力

力して可能な限りにおいて実施される。

､｡
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■結論として命本会議.は次の点を留意した。

Ａ第６回日米文化教育会議は、会議の作業

開始以来、／０周年:を迎え、日米両パネル

の内部活動の蕊告その他の会議資料を編集、

合体したものから、業績のレベルについて

の刊行物を広く部外に配布するために作成一

することに意見の一致を見た。

Ｂ諸外国の異った文化の研究に関する小･中

学校教育の改善問題に、本会議はかなりの

関心を払った。小・中学校教育における授

業課題が／９７学年に日本で開催される第

７回日米文化教育会議,の重要な主霞に考慮

されるぺきととが勧告された。

Ｏ最後に、本会議は、ワシントンにおいて

国務省の、ニュー・ヨークにおいてジャパ

ン・ソサイエテ剤の歓待と諾手配に対し謝

意を表し、かつ、／７７３年にハワイにお

いて合一同委員会を左允開催すること、お主

びその時点左でに、上記諸勧告に関し進捗

状況報告を提出するため関係責任者があら

ゆる努力をすべきことが合意された。

←
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